
・いろいろな相談機関があることがわかり元気が出ました。 
・就職に当たって、子どもの特性を本人、家族ともによく理解して計画的にすすめていく必要がある。 
・就労移行支援事業所を利用しながら、一般企業等を目指すことができるんだなぁと思い安心しました。 
・本人の得意なことと仕事内容が合っていることが大事ということ。 
・働く練習、働く場所、定着支援と様々な労働の形態があること。労働支援機関として、就業・生活支援セン

ター、職業センター、ハローワーク（ヤング）があること。就労特性ピラミッドのように生活力を学校や家
庭で長い時間をかけて養って労働につながっていくこと。 

・卒業後に就労された方の話や保護者のサポートの仕方など 
・障がいの程度に応じて研修会を開催していただくと、各々の知りたいことを重点的に聞けるのではないか。 
・成年後見人について 
・親なき後の生活場（グループホーム）など 
・障害年金について 
・障がい者当人と家族の関わり方、高齢の父母、健常者のきょうだいにどれだけ負担がかかるのか… 

・原田先生の温かい思いがすごく伝わりました。就労に不安や心配は多いけれど心強いです。 
・卒業後就労できるのか、どんな進路を進んだらいいのか、とにかく不安でしたので、相談できる窓口があっ

たり、子ども本人といいところを見つけて次につながることを見つけたりできればと思いました。 
・心配なのは、子どもの将来です。福祉に依存するしかありませんので、その中で何らかの希望を持たせてい

ただきました。 
・支援機関、現状など貴重なお話を聞けたと思います。子どもが将来、充実して生きていくために、今できる

ことを家族として考えていこうと思いました。 

Q1 障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）の変更点について 

 



Q2 療育手帳を所持されている方の職場定着の平均年数について 

 

Q3 よいA 型事業所の見極め方 

 

Q4 医師の診断書などが必要なことが出てきますが、私は子どもの主治医を探すのに1 年以上かかりました。
心療内科は初診や外来を受け付けてもらえません。どうしたらよいのでしょうか。 

Q5 療育手帳の件が少し理解できなかったのですが、今現在 20 歳までの交付を頂いていますが、更新で受
けることができれば仕事を続行できるのか？更新できなければ、就労が切れてしまうのか？ 

２ 障がいの程度の判定について （２）再判定  ア 判定年度 
障がいの程度は交付後も確認する必要があるため、再判定の時期を指定している。 
再判定年度は、原則として、３歳、５歳、１０歳、１５歳及び２０歳となる年度とし、２１歳とな

る年度以降の再判定は不要（再判定年度の前年度に判定又は再判定を受けた場合、再判定年度に判定
又は再判定を受けたものとみなす。）。 

２ 障がい者手帳 （２）療育手帳  ④手帳の再判定を受けるとき 
○再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。この「次の判定年度」は、
療育手帳の有効期限を示しています。 

○「次の判定年度」がきたら、もう一度判定（再判定）を受ける必要があります。再判定を受ける
と、障がいの程度や身体の状況等を確認し、手帳の新しい有効期限が決定されます。 

○「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はあ
りませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。 

 
  


